
2018年4⽉1⽇，「国⽴市⼥性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」が施⾏
されました。同条例は性的指向および性⾃認の定義，その公表の⾃由が個⼈の権利であ
ること，複合差別への⽀援など全国でも先進的な内容を含むと注⽬を集めています。
本イベントでは，前半に国⽴市の職員の⽅々をゲストに迎え，条例についてお話をい
ただきます。その後，後半には多様性が尊重されるキャンパスづくりのためには何が必
要か，条例をどう活かすことができるか，参加⾃由のディスカッション会を⾏います。

国⽴市新条例から考える
キャンパスの多様性

⼀橋⼤学東キャンパス第3研究館 3階
（東2号館正⾯左横の道に⼊り、体育館に向かう途中左⼿に⾒える建物です。）

2018,		7 / 4	WED

「国⽴市⼥性と男性及び多様な性の
平等参画を推進する条例」

⽇
時

17:00	〜 19:00
場
所

ジェンダー社会科学研究センター(CGraSS)・⼀橋⼤学教職員組合共催
学内の多様性を考える会主催

参加費無料

国⽴市政策経営部市⻑室室⻑吉⽥徳史さん
市⻑室平和・⼈権・ダイバーシティ推進係係⻑森 幸雄さん
市⻑室平和・⼈権・ダイバーシティ推進係 市川綾⼦さん

講
師


